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軽自動車税の課税免除（商品車）

　商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動

車税は、税務課に申請をいただくことで、課税免除を

受けることができます。

【課税免除要件】

　〈所有者〉

　　①古物営業の許可を受けていること。

　　②町税等の滞納がないこと。

　〈車両〉

　　①平成３０年４月２日以降に取得したもの。

　　②販売を目的として取得したもの。

　　③商品車として町に登録のあるもの。

　　④町内の一定の場所に置かれ、使用しないもの。

　　⑤試乗車、回送車および代用車を除く。

　　⑥申請者が、賦課期日現在において登録上の所有者

　　　および使用者と同一であること。

　※平成３０年４月１日以前に取得した車両については

　　平成３１年度に課税免除を受けており、かつ②～④ 

　　の要件を満たす場合、課税免除の対象となります。

申下記の書類を４月１０日（金）までに税務課へご提出

　ください。

　●軽自動車税課税免除申請書（商品車）

　●古物商許可証の写し

　●車両の展示状態がわかる写真

　●走行距離計表示値がわかる写真

※申請書は町ＨＰからダウンロードできます。

問税務課　撒（５７）４１２３

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

　固定資産税（土地・家屋）の納税者の方は、地方税法の 

定めにより、下記の期間中、令和８年度の土地価格等 

縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただけます。

【縦覧期間】

　４月１日（水）～６月１日（月）

　８時３０分～１７時１５分（土日祝日を除く）

【縦覧場所】

　税務課窓口

※納税通知書や課税明細書またはマイナンバーカード

　や運転免許証など、納税者本人であることが確認で

　きるものを持参してください。

※納税者と同一世帯の親族で納税者からの委任が認め

　られる方、納税管理人の方、納税者の代理人として

　委任状などを示した方も縦覧できます。

問税務課　撒（５７）４１２３

旧優生保護法による優生手術などを
受けた方へ

　以下の対象となる方は補償金等を受け取ることが 

できます。

【補償金】

　こどもができなくなる手術をされた方、その配偶者

【優生手術等一時金】

　こどもができなくなる手術をされた方

【人工妊娠中絶一時金】

　旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方

問栃木県旧優生保護法関係相談窓口

　宇都宮市塙田１－１－２０　栃木県庁本館５階

　栃木県庁保健福祉部こども政策課内

　撒０２８（６２３）３０６４

　受付時間：９時～１７時（土日祝日、年末年始を除く）

シルバー人材センターからのお知らせ

※初めて受講される方は、２日前までにご連絡ください。

問（公社）野木町シルバー人材センター　撒（５６）２１３７

4月の予定 日にち 備考

入会説明会
4/9（木）
14：00～15：30

対町内在住60歳以上の方

刃物研ぎ
4/17（金）
10：00～15：00

儡400円/本～

池坊生け花教室
4/3（金）
14：00～16：00

“もう一度世界史”
せきね塾

【金】4/10または17
9：30～11：30

令和8年度第3期
“もう一度世界史”せきね塾が
始まります
儡500円/回

スマホの楽校
【水】4/8、22
10：00～11：30

儡500円/回

スマホカフェ
【水】4/8、22
13：00～14：30

～スマホ何でも教室～
儡500円/回

パソコンの楽校
【木】4/2、16
10：00～11：30

儡500円/回

書道教室
【月】4/6、13、20
14：00～15：30

儡500円/回

新しいごみ焼却施設の
現場見学会を開催します

　令和９年度から稼働予定の「小山広域保健衛生組合

　中央清掃センター１８０ｔごみ焼却施設」建設工事の

現場見学会を開催します。工事の進捗については、小

山広域保健衛生組合ＨＰをご覧ください。

日５月１７日（日）９時～１３時のうち１時間程度

所小山市大字塩沢５７６番地１５

対野木町、小山市、下野市に在住通勤通学している 

　中学生以上の方

定４５名（抽選）１申込につき４名まで

申４月２２日（水）までに専用フォームより申込

【持ち物】動きやすい服装、靴

問小山広域保健衛生組合施設課　撒０２８５（２２）８１８２


